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は
じ
め
に

戦
国
期
の
売
券
や
寄
進
状
に
「
得
分
」「
徳
分
」
あ
る
い
は
「
内
徳
分
」
な
ど
の

史
料
用
語
が
頻
出
す
る
。
得
分
と
い
う
言
葉
に
は
「
わ
け
ま
え
」
や
「
取
り
分
」
と

い
う
一
般
的
な
意
味
が
あ
る
が
、
荘
園
領
主
や
在
地
領
主
、
さ
ら
に
農
民
が
そ
の
権

利
に
応
じ
て
収
得
す
る
収
益
の
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
領
主
層
が
収
取

す
る
年
貢
・
諸
公
事
（
詳
細
は
後
述
）
も
得
分
と
い
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
戦
国
期

の
得
分
は
、
藤
木
久
志
氏
が
「
農
民
的
剰
余
」
と
呼
ん
で
い
る
と
お
り（
１
）、
主
に
農
民

層
（
地
主
層
）
に
蓄
積
さ
れ
た
剰
余
生
産
物
を
指
し
て
い
る
。

戦
国
期
に
お
い
て
得
分
が
主
に
地
主
層
に
集
積
さ
れ
て
い
た
事
実
は
、
北
近
江
の

売
券
・
寄
進
状
（
詳
細
は
後
述
）
の
う
ち
、
得
分
の
記
載
が
あ
っ
て
売
主
が
特
定
で

き
る
二
九
六
通
の
う
ち
、
五
割
を
こ
え
る
一
五
七
通
が
土
豪
層
に
集
中
し
て
い
る
こ

と
で
も
明
ら
か
で
あ
る（
２
）。
そ
の
土
豪
層
に
つ
い
て
黒
田
基
樹
氏
は
「
多
く
の
土
地
を

獲
得
し
て
領
主
化
を
遂
げ
た
よ
う
な
存
在
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
在
村
し
、
居
住
村

戦
国
期
「
得
分
」
の
存
在
形
態
と
成
立
過
程

木　

元　

英　

策

〔
抄　

録
〕

平
安
期
や
鎌
倉
期
に
「
得
分
」
と
い
え
ば
、「
領
主
之
得
分
」
を
指
し
て
い

た
。
そ
れ
は
、
12
世
紀
半
ば
の
史
料
に
現
れ
る
余
剰
生
産
物
が
、
官
物
や
地
子
、

そ
れ
か
ら
開
発
領
主
が
収
取
す
る
得
分
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
戦
国
期
に
な
る
と
、
領
主
層
が
収
取
す
る
年
貢
部
分
の
固
定
化
や
生

産
力
の
向
上
に
と
も
な
い
、
さ
ら
な
る
余
剰
を
生
み
だ
す
よ
う
に
な
る
。
戦
国

期
の
「
得
分
」
は
主
に
そ
の
余
剰
部
分
を
指
し
、
土
豪
・
富
農
層
を
中
心
に
集

積
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
そ
の
戦
国
期
の
「
得
分
」
に
つ
い
て
曖
昧

に
捉
え
ら
れ
る
面
も
あ
り
、
定
義
付
け
お
よ
び
問
題
提
起
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
数
多
く
伝
存
す
る
北
近
江
・
和
泉
地
域
の
売
券
・
寄
進
状
を
つ
ぶ
さ
に

検
討
し
、
戦
国
期
の
「
得
分
」
を
分
類
整
理
し
た
結
果
、
存
在
形
態
に
よ
っ
て

は
、
領
主
層
が
収
取
す
べ
き
部
分
に
ま
で
踏
み
出
し
て
、
土
豪
層
が
得
分
を
成

立
さ
せ
て
い
る
例
を
呈
示
す
る
に
至
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

加
地
子
、
内
徳
、
隠
田
、
公
方
年
貢
、
諸
公
事
反
銭
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落
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
存
在（
３
）」
と
解
し
て
お
り
、
彼
ら
は
い
わ
ば
村
落
の
運

営
に
か
か
わ
り
つ
つ
、
積
極
的
に
得
分
を
集
積
す
る
地
主
と
し
て
戦
国
期
の
在
地
社

会
を
特
徴
づ
け
る
存
在
だ
っ
た
と
い
え
る
。

一
方
、
戦
国
の
動
乱
そ
の
も
の
に
つ
い
て
藤
木
氏
は
「
農
民
的
剰
余
の
ゆ
く
え
を

め
ぐ
る
、
守
護
・
荘
園
領
主
・
国
人
・
商
人
・
土
豪
・
百
姓
諸
階
層
な
ど
の
激
突
に

ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
に
す
ぐ
れ
て
戦
国
的
な
特
徴
を
与
え
た
の
は
、
剰
余
を
あ
く
ま

で
在
地
に
確
保
し
よ
う
と
す
る
農
村
の
動
向
と
、
こ
れ
に
む
か
っ
て
加
え
ら
れ
た
、

権
力
の
武
力
的
＝
暴
力
的
対
応
で
あ
っ
た（

４
）」
と
述
べ
て
お
り
、
地
主
層
に
よ
っ
て
主

に
集
積
さ
れ
る
得
分
は
、
戦
国
時
代
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
藤
木
氏
の
指
摘
は
、
戦
国
期
の
得
分
を
切
り
口
に
各
地
域
の
在

地
構
造
を
解
明
す
る
試
み
と
し
て
現
わ
れ
、
多
く
の
研
究
が
み
ら
れ
る
も
の
の（
５
）、
戦

国
期
を
特
徴
づ
け
る
得
分
そ
の
も
の
に
つ
い
て
分
析
考
察
す
る
論
考
は
い
ま
だ
少

な
い
。

し
た
が
っ
て
、
農
民
的
剰
余
と
い
わ
れ
る
地
主
の
得
分
に
つ
い
て
は
曖
昧
な
解
釈

が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
い
ま
だ
一
定
し
た
研
究
成
果
が
得
ら
れ
た
と
は
い
い
難

い
。
戦
国
期
の
加
地
子
を
め
ぐ
る
解
釈
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
加
地
子
は

戦
国
期
を
代
表
す
る
得
分
で
あ
り
、
年
貢
部
分
の
固
定
化
と
生
産
力
向
上
に
よ
っ
て

増
大
し
た
剰
余
部
分
が
租
税
体
系
の
枠
外
に
成
立
し
、
地
主
的
な
権
利
と
し
て
売
買

さ
れ
る
に
至
っ
て
成
立
し
た（

６
）―
―
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
考
え
は
戦
国
期

の
得
分
の
一
面
を
と
ら
え
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
戦
国
期
の
売
券
や
寄
進
状
に
現
れ
る

得
分
を
分
析
し
て
い
く
と
、
必
ず
し
も
そ
う
い
う
一
般
的
解
釈
の
枠
に
お
さ
ま
ら
な

い
事
例
の
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
そ
も
そ
も
戦
国
期

の
得
分
と
は
何
な
の
か
と
い
う
原
点
に
立
ち
返
り
、
あ
ら
た
め
て
整
理
し
直
す
こ
と

を
目
的
と
す
る
。
具
体
的
に
は
得
分
が
在
地
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
な
形
態
を
も
っ

て
存
在
し
て
い
る
の
か
を
検
討
し
、
そ
の
形
態
ご
と
に
得
分
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成

立
し
て
き
た
の
か
考
察
し
て
み
た
い
。

考
察
に
用
い
る
史
料
は
北
近
江
と
和
泉
の
売
券
・
寄
進
状
で
あ
る（
７
）。
こ
の
両
地
域

に
特
定
す
る
理
由
は
、
史
料
が
多
く
現
存
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
先
行
研
究
に

よ
っ
て
在
地
構
造
が
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る（
８
）。
な
お
、
用
い
る

史
料
の
年
代
は
、
藤
木
氏
が
農
民
を
集
積
主
体
と
す
る
売
券
に
つ
い
て
「
応
仁
乱
期

か
ら
集
中
的
に
顕
現
す
る（
９
）」
と
し
た
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
か
ら
、
安
良
城
盛
昭

氏
が
作
合
（
得
分
）
否
定
政
策
だ
と
し
た
太
閤
検
地（
亜
）

の
細
目
が
定
め
ら
れ
た
天
正

十
四
年
（
一
五
八
六
）
ま
で
を
対
象
と
す
る
。

第
一
章　

得
分
の
存
在
形
態

一　

戦
国
期
以
前
の
得
分

戦
国
期
の
「
得
分
」
は
主
に
地
主
層
に
よ
っ
て
集
積
さ
れ
て
い
る
が
、
得
分
と
い

う
の
は
ま
ず
初
め
に
、
領
主
側
の
取
り
分
と
し
て
史
料
に
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
こ
で

戦
国
期
以
前
の
得
分
に
つ
い
て
、
加
地
子
を
中
心
に
確
認
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

加
地
子
と
い
う
用
語
の
初
出
史
料
は
康
平
三
年
（
一
〇
六
〇
）
四
月
二
十
一
日

付
「
元
興
寺
領
近
江
国
愛
智
荘
司
等
解（
唖
）」
で
あ
る
。
こ
の
解
文
は
、
近
江
国
愛
智
荘

の
開
発
領
主
で
あ
る
元
興
寺
が
地
代
を
引
き
上
げ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
、
同
荘
の
田

堵
ら
が
抵
抗
し
た
こ
と
を
示
す
事
例（
娃
）だ
が
、
そ
の
地
代
の
一
つ
と
し
て
「
領
田
加
地

子
」
と
い
う
用
語
が
で
て
く
る
。
西
谷
地
晴
美
氏
に
よ
る
と
、
も
と
も
と
国
衙
の
正

税
だ
っ
た
も
の
が
「
地
子
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
開
懇
に
よ
っ
て
新
た
に
田

地
を
開
い
た
開
発
領
主
に
対
し
て
国
衙
が
免
判
を
出
し
て
成
立
さ
せ
た
得
分
を
加
地
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子
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
と
論
じ
て
い
る（
阿
）。
つ
ま
り
、
平
安
期
の
加
地
子
は
国
司
の
免

判
を
前
提
に
し
、
荒
地
な
ど
の
開
墾
地
の
官
物
減
免
分
が
開
発
領
主
の
得
分
と
し
て
、

い
い
か
え
れ
ば
治
田
（
開
発
田
・
永
世
私
有
田
）
の
領
主
得
分
と
し
て
存
在
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
西
谷
地
説
に
対
し
て
、
加
地
子
は
治
田
以
外
の
公
田
に
お
い
て
も
成
立
し
て

い
た
と
す
る
高
橋
正
志
・
佐
藤
泰
弘
両
氏
の
説（
哀
）も
あ
る
。
両
氏
が
提
起
し
た
事
例
は
、

東
大
寺
東
南
院
・
尊
勝
院
領
湯
船
・
玉
瀧
両
村
が
国
の
検
田
を
受
け
ず
に
、
公
田
を

掠
め
取
っ
た
こ
と
か
ら
問
題
化
し
た
が
、
応
保
二
年
（
一
一
六
二
）
の
官
宣
旨（
愛
）に
よ

る
と
、
開
発
領
主
の
東
南
院
・
尊
勝
院
は
公
田
か
ら
反
あ
た
り
一
斗
の
加
地
子
を
収

取
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
時
点
に
お
い
て
在
地
の
余
剰
生
産
物
と
し
て
史

料
に
現
わ
れ
る
の
は
、
官
物
や
地
子
お
よ
び
開
発
領
主
が
収
取
す
る
加
地
子
の
み
で

あ
る
。
愛
智
荘
の
田
堵
の
例
の
よ
う
に
百
姓
農
民
が
地
代
の
引
き
上
げ
に
抵
抗
す
る

事
例
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
だ
農
民
的
剰
余
と
し
て
の
得
分
は
、
史
料
に
は
現
れ

な
い
。

こ
う
し
た
平
安
期
の
開
発
領
主
は
主
に
東
国
や
西
国
に
お
い
て
在
地
領
主
層
へ
と

発
展
す
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
鎌
倉
期
の
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
五
月
に
、
豊
後

国
の
地
頭
が
そ
の
権
利
を
主
張
し
た
申
状（

挨
）か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
申
状
に
は
「
当

庄
者
、
是
惟
家
先
祖
左
近
大
夫
経
俊
朝
臣
開
発
之
私
領
也
（
中
略
）
如
此
之
屋
敷
堀

之
内
、
為
領
主
之
得
分
蒙
御
免
許
事
、
先
例
傍
例
也
」
と
あ
り
、
地
頭
の
大
神
惟

家
の
先
祖
が
「
当
庄
（
都
甲
荘
）」
の
開
発
領
主
で
あ
り
、
収
取
す
る
べ
き
も
の
が
、

先
祖
相
伝
の
「
領
主
之
得
分
」
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
て
領
主
の
得
分
は
「
封
建
地
代
」
と
し
て
定
着
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ

れ
に
加
え
て
永
松
圭
子
氏
は
、
や
が
て
「
筵
付
」「
口
米
」
等
と
称
す
る
付
加
米
を
上

積
み
し
て
農
民
に
納
め
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
と
論
じ
て
い
る（
姶
）。
税
体
系
の
中
心
と
な

る
税
目
に
対
し
て
付
加
的
に
徴
収
さ
れ
る
副
次
的
な
税
が
そ
れ
で
あ
り
、
た
と
え
ば

筵
付
と
い
う
の
は
、
計
量
す
る
際
に
筵
の
中
に
残
っ
て
い
る
米
や
麦
を
指
し
、
基
本

的
に
は
収
納
使
の
得
分
と
さ
れ
る
。
戦
国
期
に
な
る
と
、
領
主
の
土
地
を
管
理
す
る

代
官
ら
が
田
の
面
積
に
応
じ
て
口
米
を
徴
収
し
、
明
応
年
間
に
山
城
国
久
我
荘
内
の

口
米
な
ど
の
徴
収
方
法
に
つ
い
て
定
め
た
覚
書（
逢
）に
よ
る
と
、「
口
米
限
本
者
壹
石
ニ

九
升
宛
也
」
と
あ
り
、
農
民
は
九
％
の
付
加
税
を
徴
収
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
で
は
、
戦
国
期
に
主
流
と
な
る
農
民
的
剰
余
と
し
て
の
「
得
分
」
は
い
つ
ど

の
よ
う
に
現
わ
れ
る
の
か
。
平
安
期
後
半
の
十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
後
半
に
か
け

て
、
農
民
の
新
た
な
階
級
と
身
分
が
形
成
さ
れ
て
い
く
な
か
で
名
主
層
が
成
立
し
て

く
る
が（
葵
）、『
国
史
大
辞
典
』「
得
分
」
の
項
に
よ
る
と
、
名
主
は
「
そ
の
土
地
か
ら
官

物
（
地
子
）・
年
貢
と
は
別
に
、
自
分
の
収
入
を
徴
収
す
る
権
利
が
承
認
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
」
と
い
う
。
そ
れ
が
名
主
得
分
で
あ
る
。
そ
し
て
、
鎌
倉
時
代
後
期
以

降
の
生
産
力
向
上
に
と
も
な
い
、
そ
の
名
主
得
分
は
、
名
主
層
の
権
利
と
し
て
確
立

し
、「
名
主
職
所
有
者
の
得
分
権
＝
加
地
子
名
主
職
と
し
て
一
般
的
に
成
立
す
る
」

（『
国
史
大
辞
典
』「
加
地
子
」
の
項
）
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
加
地
子
の
用
語
に
関

し
て
、
本
稿
の
対
象
地
域
で
あ
る
北
近
江
地
域
に
お
い
て
は
散
見
さ
れ
る
程
度
だ
が
、

和
泉
地
域
の
売
券
・
寄
進
状
で
は
「
中
家
文
書
」（
熊
取
）
を
は
じ
め
と
し
て
頻
出

す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
得
分
が
加
地
子
と
し
て
表
現
さ
れ
る
頻
度
は
地
方
に
よ
っ
て

ば
ら
つ
き
が
生
じ
て
い
る
と
い
え
る
（
加
地
子
以
外
の
表
記
と
し
て
「
内
徳
分
」「
徳

分
」「
得
分
」
な
ど
が
あ
る
）。
広
範
に
加
地
子
と
い
う
用
語
が
史
料
に
頻
出
す
る
和

泉
地
域
に
お
い
て
、
農
民
的
剰
余
と
し
て
の
「
得
分
」
が
史
料
に
ど
う
現
わ
れ
る
の

か
確
認
し
た
い
。
藤
木
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
応
仁
・
文
明
年
間
に
な
る
と
、
明



戦
国
期
「
得
分
」
の
存
在
形
態
と
成
立
過
程　

 

（
木
元
英
策
）

一
二
〇

ら
か
に
地
主
（
富
農
・
土
豪
層
）
だ
と
わ
か
る
者
が
加
地
子
を
売
買
す
る
よ
う
に
な

る
。
文
明
十
四
年
（
一
四
八
二
）
三
月
の
売
券
（
熊
取
―
中
家
三
〇
）
の
売
主
は
マ

キ
ノ
ゑ
も
ん
大
夫
で
あ
る
。
こ
の
田
地
は
泉
州
日
根
郡
信
達
荘
内
の
「
マ
キ
ノ
村
西

方
寺
之
西
」
に
あ
り
、
売
主
は
、
在
地
の
村
名
を
冠
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
「
ゑ

も
ん
（
衛
門
）」「
大
夫
」
と
い
う
官
途
名（
茜
）を
持
つ
こ
と
か
ら
、
土
豪
層
だ
と
み
て
よ

か
ろ
う
。
そ
の
「
マ
キ
ノ
ゑ
も
ん
大
夫
」
が
、
二
斗
五
升
の
加
地
子
を
売
却
し
、
一

方
、
買
主
の
名
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
売
券
が
中
家
に
伝
来
し
て
い
る
こ

と
を
考
え
る
と
、
相
手
は
熊
取
の
土
豪
・
中
氏（
穐
）だ
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は

次
に
、
こ
う
し
た
地
主
の
得
分
が
前
代
ま
で
の
そ
れ
と
明
ら
か
に
異
な
る
形
態
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

 

《
史
料
一
》（
改
坂
田
八
―
成
菩
提
院
十
九
）

　
　

永
代
賣
渡
進
私
領
田
地
新
放
券
文
之
事

　
　
　
　
　
　

 

但
貮
段
小
賣
渡
申
内
、
壱
段
ツ
ゝ
三
通
調
進
入
申
内
、
壱
通
之

賣
券
也
、
在
坪
江
州
坂
田
北
郡
柏
原
庄
西
方
貞
吉
名
之
内
抜
地

字
長
澤
せ
ト
ナ
ワ
テ
北
南
へ
立
ク
ル
ノ
東
也
、
分
米

　
　

合
小
者　

 

内
徳
納
升
定
四
斗
、
但
此
内
ヨ
リ
公
方
年
貢
斗
定
貮
升
納
升
ニ

ツ
ゝ
メ
テ
一
升
四
合
也
、
御
米
者
親
名
ヨ
リ
弁
申
間
不
可
有
御

弁
、
幷
公
方
段
銭
十
一
文
可
有
御
弁
、
此
外
者
無
万
雑
公
事

　
　

 

（
中
略
）

大
永
三
年
庚
未
二
月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

殿
村
因
幡
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家　

世
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
法
師
（
花
押
）

土
豪
層
の
殿
村
家
世（
悪
）が
近
江
国
柏
原
荘
貞
吉
名
の
抜
地
を
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）

二
月
二
十
二
日
付
で
売
却
し
た
史
料
で
あ
る
。
名
田
の
抜
地
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳

述
す
る
が
、
こ
こ
で
は
「
分
米
内
徳
納
升
定
四
斗
」
と
し
て
、
こ
の
田
地
で
生
産
さ

れ
た
収
取
物
の
う
ち
、「
分
米
内
徳
（
こ
こ
で
は
四
斗
）」
か
ら
、
領
主
の
得
分
で
あ

る
「
公
方
年
貢
」（
詳
細
は
詳
述
）
を
差
し
引
い
た
残
り
が
、
必
然
的
に
地
主
の
得

分
と
な
る
。
つ
ま
り
、
た
だ
単
に
「
内
徳
」
と
い
っ
た
場
合
、「
領
主
之
得
分
」
相

当
分
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
が（
握
）、
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
れ
ま
で
史
料
に
示
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
戦
国
期
の
得
分
が
地
主
の
権
利
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
注
目

し
た
い
。
ち
な
み
に
、
史
料
の
「
御
米
者
親
名
ヨ
リ
弁
申
間
」
と
い
う
く
だ
り
に
示

さ
れ
る
「
御
米
」
は
「
口
米
」
と
呼
ば
れ
、
前
出
し
た
付
加
税
の
一
種
で
あ
る
。
た

だ
し
、
こ
の
場
合
、
親
名
が
こ
の
付
加
税
を
負
担
す
る
た
め
、
こ
の
抜
地
の
生
産
物

の
中
か
ら
付
加
税
を
負
担
す
る
義
務
は
な
い
。

二　

得
分
の
定
義

こ
う
し
て
本
稿
が
取
り
扱
う
戦
国
期
の
「
得
分
」(

地
主
の
得
分
＝
農
民
的
剰
余)

が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
は
っ
き
り
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
定
義
付
け
を
お

こ
な
う
た
め
、
分
析
対
象
で
あ
る
計
一
〇
二
六
通
の
売
券
・
寄
進
状
が
ま
ず
、
大
き

く
二
グ
ル
ー
プ
に
分
類
で
き
る
こ
と
を
例
示
し
て
お
き
た
い
。

 
《
史
料
二
》（
熊
取
―
中
家
一
〇
七
）

　
　
　
　
　

 

（
端
裏
書
）



佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
三
十
九
号
（
二
〇
一
一
年
三
月
）

一
二
一

　
　
　
　
　

 

「
ア
ソ
ウ
カ
ワ
ノ
文
書
」

　
　

永
代
限
賣
渡
申
田
地
之
事

　
　
　
　

合
大
者
、
二
斗
代
、
麻
生
郷
ハ
タ
村
ミ
コ
ソ
ア
リ
、

　
　
　
　
　

東
ハ
ミ
チ
、 　
　
　
　

南
ハ
ミ
ソ

　
　

四
至
限　
　

衛
門
五
郎
作　
　
　
　
　
　

加
地
子
一
石
毎
年
升
ヘ
シ

　
　
　
　
　

北
ハ
カ
ワ
ラ
キ
シ
也　

西
ハ
キ
シ
共
、

　
　

 

（
中
略
）

　
　
　
　

永
正
十
年
十
二
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　

う
り
主
若
衛
門
（
略
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
い
主
中
左
近

 

《
史
料
三
》（
熊
取
―
中
家
一
五
五
）

　
　
　
　
　

 

（
端
裏
書
）

　
　
　
　
　

 

「
サ
ノ
」

　
　
　
　

賣
渡
申　

田
地
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

セ
マ
チ
二
ツ

　
　
　
　

合
三
百
卅
歩
、
沙
野
ゝ
ヲ
ク
代
之
ハ
セ
ヲ
リ
ニ
有
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
方
ハ
石
源
殿
方
ナ
リ
、

　
　
　

限
四
至　

東　

南

　
　
　
　
　
　
　

西　

北

　
　

 

（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
定
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賣
主
右
近
太
郎
（
略
押
）

　
　
　
　

永
正
拾
七
年
庚
辰
八
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

買
人
中
左
近
方

史
料
に
共
通
す
る
買
主
の
中
左
近
は
前
出
し
た
泉
州
熊
取
の
土
豪
で
あ
り
、《
史

料
二
》
の
売
主
（
若
衛
門
）
と
《
史
料
三
》
の
売
主
（
神
定
右
近
太
郎
）
も
、
と
も

に
官
途
名
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
本
稿
の
対
象
で
あ
る
土
豪
・
富
農
層
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
い
ず
れ
の
売
券
も
戦
国
期
を
特
徴
づ
け
る
地
主
層
間
で
か
わ
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
田
地
に
存
在
す
る
得
分
は
、
ま
っ
た
く
性
質
が
異

な
っ
て
い
る
。

ま
ず
《
史
料
二
》
か
ら
み
て
い
く
と
、
こ
の
「
大
（
二
四
〇
歩
）」
の
田
地
に
は

一
石
分
の
加
地
子
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
売
券
に
あ
る
「
二
斗
代
」
は

お
そ
ら
く
年
貢
負
担
分
で
あ
ろ
う
。
一
方
、《
史
料
三
》
の
「
三
百
卅
（
三
三
〇
）
歩
」

の
田
地
に
関
し
て
い
う
と
、
斗
代
は
不
明
な
が
ら
「
公
方
（
公
方
年
貢
）
＝
後
述
」

の
負
担
が
あ
り
、
そ
の
収
取
者
が
「
石
源
殿
」
で
あ
る
こ
と
ま
で
は
わ
か
る
。
こ
う

し
て
年
貢
の
収
取
者
ま
で
き
ち
ん
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
に
、
こ
の
売
券
に
は
《
史

料
二
》
の
「
加
地
子
一
石
」
に
相
当
す
る
売
買
対
象
の
得
分
と
斗
代
が
明
示
さ
れ
て

い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
が
売
券
で
あ
る
以
上
、
中
左
近
へ
何
か
が
売
渡
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
神
定
右
近
は
中
左
近
へ
何
を
売
却
し

た
の
か
。
こ
の
田
地
に
も
得
分
は
内
在
し
て
い
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
斗
代
は
記
載
さ

れ
て
い
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
記
載
で
き
な
い
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ず
、
売

買
対
象
は
「
職
」
の
売
買
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、

売
主
の
右
近
太
郎
は
得
分
収
取
権
と
い
う
「
権
利
」
の
み
を
売
却
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
得
分
収
取
権
売
買
と
得
分
売
買
と
は
、
い
っ
け
ん
同
じ
よ
う
に
み
え
る

が
、
別
の
も
の
で
あ
る
。

《
史
料
二
》
に
明
示
さ
れ
る
得
分
が
斗
代
と
い
う
形
で
地
主
（
買
主
）
の
取
り
分

と
し
て
定
量
化
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、《
史
料
三
》
の
例
で
は
定
量
化
さ
れ
て



戦
国
期
「
得
分
」
の
存
在
形
態
と
成
立
過
程　

 

（
木
元
英
策
）

一
二
二

い
な
い
。
中
左
近
は
同
じ
買
主
で
あ
っ
て
も
《
史
料
二
》
の
得
分
か
ら
定
量
化
さ

れ
た
加
地
子
一
石
を
毎
年
収
取
で
き
る
の
に
対
し
て
、《
史
料
三
》
か
ら
は
た
だ
得

分
を
収
取
す
る
権
利
を
得
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
得
分
の
売
買
で
は
、
そ
の

年
の
作
柄
に
か
か
わ
ら
ず
売
券
に
地
主
の
取
り
分
と
し
て
一
定
の
斗
代
が
明
示
さ

れ
、「
水
損
」「
日
損
」
な
ど
の
被
害
が
あ
っ
て
も
一
定
の
斗
代
を
得
ら
れ
る
ケ
ー
ス

も
あ
る（
渥
）。
一
方
、
得
分
収
取
権
で
は
豊
不
凶
の
影
響
を
ま
と
も
に
受
け
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
そ
こ
に
得
分
が
内
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
存
在
形
態
と

し
て
は
非
常
に
不
安
定
で
あ
る
。
広
義
の
意
味
で
は
「
得
分
」
に
含
ま
れ
る
に
せ
よ
、

安
定
的
な
地
主
の
権
利
と
は
い
い
難
い
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
戦
国
期
の
「
得

分
」
を
「
斗
代
が
売
券
や
寄
進
状
に
明
示
さ
れ
、
土
地
の
生
産
物
の
一
部
が
剰
余
分

と
し
て
定
量
化
さ
れ
た
も
の
」
と
定
義
付
け
す
る
こ
と
と
す
る
。

そ
の
定
義
に
し
た
が
い
、
得
分
が
定
量
化
さ
れ
て
い
る
史
料
群
（【
１
】）
お
よ
び

定
量
化
さ
れ
て
い
な
い
史
料
群
（【
２
】）
に
分
類
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
結
果
に

な
る（

旭
）。

（
北
近
江
）　

対
象
史
料
（
三
一
四
通
）
の
う
ち
、【
１
】
が
二
九
九
通
。【
２
】
が

一
五
通
。

（
和
泉
）　

対
象
史
料
（
七
一
二
通
）
の
う
ち
、【
１
】
が
三
一
二
通
。【
２
】
が

四
〇
〇
通
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、【
１
】
の
史
料
を
さ
ら
に
分
類
し
て
い
き
た
い
。

三　

公
方
年
貢
・
諸
公
事
と
得
分

斗
代
が
定
量
化
で
き
る
得
分
（【
１
】
群
）
を
分
類
す
る
方
法
と
し
て
公
方
年
貢

と
公
事
米
・
反
銭
に
注
目
し
た
。
次
に
そ
れ
ぞ
れ
性
質
の
異
な
る
二
つ
の
史
料
を
掲

げ
る
。

 

《
史
料
四
》（
改
坂
田
八
―
総
持
寺
二
九
）
①
〜
④
は
筆
者
筆

　
　

 

（
端
裏
書
）

　
　

 

（
別
筆
）

　
　
　

 

「
楞
厳
院
内
八
條
五
里
一
坪
西
半
折

　
　
　

一
段
得
分
九
斗　

但
反
銭
二
百
文
①
有
之　
　

小
堀
岸
殿
和
中
寄
進
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
應
二
年　

及
鑿
代
也
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
月　

日

　
　

奉
寄
進　
　

田
地
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
江
州
坂
田
北
郡
楞
厳
院
庄
之
内
、
八
條
五
里
一
坪

　
　
　

合
壹
段
者　
　

西
半
折
壹
反
也
、
公
方
壹
斗
八
升
②
也
、
公
事
米
二
斗
③
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

反
銭
三
百
文
也
、
方
違
廿
文
④
、
定
得
分
玖
斗
、
此
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　

萬
雑
公
事
無
是
也
、
一
石
五
斗
代

　
　

 

（
中
略
）

　
　
　

明
應
二
年
癸
丑
二
月
四
日　
　
　
　
　
　
　
　

直　
　
　

忠
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

聖　
　
　

順
（
花
押
）

 

《
史
料
五
》（
改
坂
田
八
―
井
戸
村
二
六
）

　
　

賣
渡
申
下
地
之
事

　
　
　
　
　
　
　

字
本
文
書
ニ
ア
リ
得
分

　
　
　

合
半
者　

六
斗
也
東
方
の
斗
定
此
他

　
　
　
　
　
　
　

万
雑
公
事
あ
る
へ
か
ら
す
候
者
也

　
　

 
（
中
略
）



佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
三
十
九
号
（
二
〇
一
一
年
三
月
）

一
二
三

　
　
　

文
明
四
年
二
月　

日　
　
　
　
　
　
　
　

う
り
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゑ
ん
志
ん
房
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
方
公
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

深　
　
　

藤
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清　
　
　

宗
（
花
押
）

《
史
料
四
》
は
、
近
江
坂
田
郡
の
土
豪
で
あ
る
小
堀
一
族
（
後
述
）
の
寄
進
状
で

あ
り
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
る
「
一
石
五
斗
代
」
が
《
史
料
一
》
で
い
う
「
分
米
内
徳
」

に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
寄
進
状
に
は
①
か
ら
④
ま
で
種
別
ご
と
の
詳
細

な
年
貢
や
負
担
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
①
か
ら
④
ま
で
の
年
貢
お
よ
び
負
担
を
足

す
と
六
斗
（
便
宜
的
に
百
文
を
一
斗
に
換
算
）
と
な
る
。
そ
し
て
、
一
石
五
斗
か
ら
、

こ
れ
ら
負
担
分
の
合
計
（
①
か
ら
④
ま
で
の
計
六
斗
）
を
差
し
引
い
た
も
の
が
、「
定

得
分
」
の
玖
斗
（
九
斗
）
な
の
で
あ
る（

葦
）。
①
か
ら
④
の
各
負
担
の
う
ち
、
方
違
と
い

う
の
は
平
安
時
代
に
盛
ん
だ
っ
た
陰
陽
道
の
方
角
禁
忌
に
関
す
る
風
習
の
一
つ
だ
が
、

こ
こ
で
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
は
「
公
方
（
公
方
年
貢
）」
お
よ
び
「
公
事
米
」「
反

銭
」
で
あ
る
。

公
方
年
貢
に
つ
い
て
三
浦
圭
一
氏
は
、
和
泉
国
に
お
け
る
分
析
を
通
じ
て
「
本
来
、

荘
園
領
主
や
半
済
法
な
ど
を
通
じ
て
荘
園
を
事
実
上
分
割
領
有
し
た
守
護
や
在
地
領

主
に
納
入
す
る
本
年
貢
を
農
民
的
立
場
か
ら
表
現
し
た
も
の
」
と
規
定
し
て
い
る（

芦
）。

こ
の
よ
う
に
公
方
年
貢
を
貢
納
す
る
農
民
側
の
表
現
と
す
る
解
釈
は
、
公
方
年
貢
が

記
載
さ
れ
る
売
券
の
集
積
主
体
が
富
農
層
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
的
を
射
た
も
の

だ
と
い
え
る
。

一
方
、
公
事
米
・
反
銭
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
関
東
の
戦
国
大
名
後
北
条
氏
の
研

究
が
盛
ん
で
あ
り
、
後
北
条
氏
が
直
轄
領
、
そ
の
給
人
（
家
臣
）
領
を
問
わ
ず
、
領

国
一
円
に
反
銭
や
夫
役
な
ど
の
諸
公
事
賦
課
を
お
こ
な
い
、
同
時
に
給
人
た
ち
も
諸

公
事
賦
課
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る（
鯵
）。
こ
う
し
た
諸
公
事
・

反
銭
は
戦
国
権
力
で
あ
る
大
名
や
国
人
領
主
層
に
と
っ
て
の
重
要
な
経
済
的
基
盤
で

も
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、《
史
料
五
》
の
売
券
を
み
る
と
、
六
斗
の
得
分
が
記
載
さ
れ
て
い
る

一
方
、「
万
雑
公
事
あ
る
へ
（
べ
）
か
ら
す
（
ず
）
候
者
也
」
と
し
て
、
公
方
年
貢

ど
こ
ろ
か
、
戦
国
権
力
層
が
主
に
徴
収
す
る
諸
公
事
の
負
担
す
ら
な
い
―
―
つ
ま
り

年
貢
負
担
の
一
切
な
い
土
地
で
あ
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
す
べ
て
の
分
析
対
象
史
料
（【
１
】
群
の
計
六
一
一
通
）
を
み
て
い
る
と
、

こ
の
よ
う
に
公
方
年
貢
お
よ
び
公
事
米
・
反
銭
な
ど
の
年
貢
負
担
が
記
載
さ
れ
る
も

の
と
年
貢
負
担
の
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
も
の
と
に
大
き
く
二
分
で
き
る
こ
と
に

気
づ
く
。

そ
こ
で
、
①
年
貢
負
担
が
明
示
さ
れ
て
い
る
史
料
（【
Ａ
】
群
と
す
る
）
②
年
貢

負
担
の
な
い
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
史
料
（【
Ｂ
】
群
と
す
る
）
に
分
類
し
、
地

域
ご
と
に
整
理
し
た
の
が
表
１
で
あ
る
。

和
泉
で
【
Ａ
】【
Ｂ
】
い
ず
れ
と
も
判
断
で
き
な
い
史
料
が
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
っ

て
い
る
。
そ
の
多
く
は
【
Ｂ
】
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い

て
は
後
述
す
る
。
ま
た
【
Ａ
】
群
の
得
分
お
よ
び
【
Ｂ
】
群
の
得
分
と
で
は
明
ら
か

に
存
在
形
態
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
次
に
、
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。



戦
国
期
「
得
分
」
の
存
在
形
態
と
成
立
過
程　

 

（
木
元
英
策
）

一
二
四

四　

得
分
の
二
形
態

 

《
史
料
六
》（
改
坂
田
八
―
総
持
寺
三
二
）

　
　

賣
渡
進　
　

私
領
田
地
新
放
券
文
之
事

　
　
　

合
壱
段
也　

 

在
江
刕
坂
田
北
郡
平
方
上
之
郷
之
内
六
條
六
理
（
マ
マ
）

廿
三
坪
北
縄
本
於
四
段
次
壹
段
也
、
公
方
三
斗
六
升
公
事

米
八
升
此
外
無
諸
公
事
、
定
得
分
五
斗
六
升
也

　
　

 

（
中
略
）

　
　
　

明
應
五
年
八
月
八
日　
　
　
　
　
　
　
　

売　

主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
付
興
一
（
花
押
）

 

《
史
料
七
》（
改
坂
田
八
―
総
持
寺
三
三
）

　
　

奉
寄
進　

下
地
之
事

　
　
　

合
壱
段
者　

 

平
方
上
之
郷
六
條
七
里
十
六
坪
、
南
縄
本
壱
段
也
、
得
分

壱
石
三
斗
五
升
、
公
方
諸
公
事
無
之
年
符
也

　
　

 

（
中
略
）

　
　
　

明
應
六
年
六
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

弘　
　

秀
（
花
押
）

い
ず
れ
の
史
料
に
記
載
さ
れ
る
田
地
も
、
北
近
江
の
平
方
上
之
郷
に
あ
り
、
条
里

地
割
に
よ
る
所
在
は
そ
れ
ぞ
れ
「
六
―
六
―
二
十
三
」
と
「
六
―
七
―
十
六
」
で
あ
り
、

近
接
す
る
同
じ
耕
作
面
積
を
有
す
る
田
地
で
あ
る
と
い
え
る
。
売
却
も
し
く
は
寄
進

し
た
時
点
も
明
応
五
年
（
一
四
九
六
）
と
同
六
年
だ
か
ら
、
一
年
以
内
に
収
ま
っ
て

い
る
。
生
産
性
そ
の
他
の
条
件
を
考
え
合
わ
せ
て
も
、
ほ
ぼ
同
じ
条
件
の
土
地
だ
と

い
え
る
が
、《
史
料
六
》
が
公
方
年
貢
お
よ
び
公
事
米
を
負
担
す
る
必
要
が
あ
る
の

に
対
し
て
《
史
料
七
》
は
公
方
年
貢
・
諸
公
事
負
担
の
な
い
土
地
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
二
つ
の
史
料
は
そ
れ
ぞ
れ
前
項
で
分
類
し
た
【
Ａ
】
群
と
【
Ｂ
】
郡
に
対
応
し

て
い
る
。
と
も
に
得
分
（
斗
代
）
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
斗
代
に
は
大
き
な
開

き
が
あ
る
。

ま
ず
【
Ａ
】
群
に
属
す
る
《
史
料
六
》
の
場
合
、「
公
方
三
斗
六
升
公
事
米
八
升
」

と
し
て
、
合
計
四
斗
四
升
の
負
担
が
あ
り
、
こ
の
土
地
の
収
取
物
か
ら
そ
れ
ら
を
差

し
引
い
た
形
で
得
分
が
存
在
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
【
Ｂ
】
群
に
属
す
る
《
史
料
七
》

の
場
合
、
そ
れ
ら
の
負
担
が
な
い
ぶ
ん
、
戦
国
権
力
や
荘
園
領
主
ら
が
ほ
ん
ら
い
収

取
す
べ
き
負
担
分
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
得
分
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う

し
て
両
方
の
得
分
斗
代
を
比
較
し
て
み
る
と
、《
史
料
六
》
が
「
定
得
分
五
斗
六
升
」

で
あ
る
の
に
対
し
て
《
史
料
七
》
は
「
得
分
壱
石
三
斗
五
升
」
と
い
う
高
斗
代
を
実

現
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
を
整
理
し
て
み
る
と
、【
Ａ
】
群
に
属
す
る
得
分
は
租

税
体
系
（
公
方
年
貢
と
諸
公
事
反
銭
ほ
か
）
の
枠
外
に
存
在
し
て
お
り
、【
Ｂ
】
群

に
属
す
る
ケ
ー
ス
の
場
合
、
な
ぜ
そ
こ
が
負
担
の
な
い
土
地
に
な
っ
た
の
か
考
察
す

る
必
要
は
あ
る
が
、
後
述
す
る
成
立
過
程
を
考
え
る
と
、
租
税
体
系
と
の
関
係
で
語

表
１

【
１
】（
得
分
）

【
Ａ
】（
負
担
の
記
載
が
あ
る
）

北
近
江

187
通

和
泉

87
通

【
Ｂ
】（
負
担
の
記
載
が
な
い
）

北
近
江

38
通

和
泉

８
通

不
明
（
判
断
で
き
な
い
）

北
近
江

74
通

和
泉

217
通

【
２
】

415
通



佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
三
十
九
号
（
二
〇
一
一
年
三
月
）

一
二
五

ら
れ
る
べ
き
話
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
形
態
は
明
確
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
戦
国
期
の
得
分
と
い
う
と
、
基
本
的
に
【
Ａ
】
群
に
属
す
る
も
の
を
指
し

て
い
た
。
と
く
に
戦
国
期
の
加
地
子
は
、
一
般
的
解
釈
と
し
て
「
荘
園
年
貢
の
外
に

成
立
し
て
い
た
剰
余
分
」
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
は
、
加
地
子

が
【
Ｂ
】
群
の
形
態
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
注
意
が
払
わ
れ
て
こ

な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
次
に
、
加
地
子
が
【
Ｂ
】
群
の
形
態
と
し

て
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

 

《
史
料
八
》（
熊
取
―
中
家
七
五
三
）

　
　

賣
渡
申
田
地
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　

ナ
ワ
シ
ロ　

北
カ
井
ト
ニ
ア
リ
、

　
　
　

合
壱
所
ハ
、 　
　

役
ナ
シ
、

　
　
　
　
　
　
　
　

加
地
子
五
斗
五
升
ナ
リ
、

　
　

 

（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

コ
レ
ハ
マ
エ
ノ
カ
リ
銭
文
書
也

　
　
　

永
禄
参
申
庚
年
十
二
月
吉
日　
　
　
　
　
　

モ
リ
ノ
南
衛
門
（
略
押
）

　
　
　
　
　
　

成
真
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
い
る

永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
に
、
和
泉
の
富
農
層
と
考
え
ら
れ
る
南
衛
門
が
借
銭
の

代
価
と
し
て
加
地
子
得
分
を
成
真
院
へ
売
却
し
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
加
地
子
斗

代
が
「
五
斗
五
升
」
で
あ
る
一
方
、「
役
ナ
シ
」
と
土
地
に
年
貢
負
担
の
な
い
こ
と

が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
【
Ｂ
】
群
に
属
す
る
史
料
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
加
地
子
は
【
Ａ
】【
Ｂ
】
の
別
を
問
わ
ず
、
戦
国
期
の
在
地
社
会
に

存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
章　

得
分
の
成
立
過
程

一　

得
分
の
高
騰

本
章
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
意
を
払
わ
れ
な
か
っ
た
【
Ｂ
】
群
に
属
す
る
得
分
を

中
心
に
論
述
し
て
い
く
が
、
そ
の
前
に
【
Ａ
】
群
の
得
分
に
つ
い
て
成
立
過
程
を
再

確
認
し
て
お
き
た
い
。

土
地
の
剰
余
生
産
物
が
ま
ず
初
め
に
「
領
主
之
得
分
」
と
し
て
史
料
に
現
わ
れ
る

こ
と
は
前
述
し
た
が
、
そ
の
後
の
土
地
の
生
産
力
向
上
に
よ
り
、
新
た
に
農
民
的
剰

余
と
し
て
成
立
し
た
も
の
が
【
Ａ
】
群
の
得
分
で
あ
っ
た
。
戦
国
期
は
戦
乱
や
相
次

ぐ
冷
害
に
よ
っ
て
農
地
が
疲
弊
し
た
が
、
そ
れ
で
も
基
本
的
に
在
地
の
生
産
力
は
向

上
し
、
そ
の
ぶ
ん
、
剰
余
部
分
は
さ
ら
に
膨
れ
上
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
と
も

と
名
主
得
分
だ
っ
た
時
代
に
も
農
民
的
剰
余
の
部
分
を
内
在
し
て
い
た
が
、
鎌
倉
時

代
末
期
以
降
、
加
地
子
名
主
職
な
ど
と
し
て
再
編
さ
れ
、
あ
ら
た
め
て
得
分
が
史
料

に
登
場
し
た
際
、
そ
の
農
民
的
剰
余
部
分
は
定
量
化
さ
れ
、
地
主
の
権
利
と
し
て
定

着
す
る
。
そ
し
て
、
荘
園
の
衰
退
な
ど
の
事
情
に
よ
っ
て
、
本
年
貢
部
分
が
固
定
化

さ
れ
、
農
民
的
剰
余
部
分
が
肥
大
化
す
る
の
で
あ
る
。
戦
国
期
を
通
じ
て
、
そ
の
加

地
子
＝
得
分
は
さ
ら
に
拡
大
す
る
が
、
そ
の
こ
と
を
、
和
泉
地
域
の
史
料
を
例
に
確

認
し
て
み
た
い
。

ま
ず
応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）
三
月
四
日
の
売
券
（
熊
取
―
中
家
二
四
）
に
よ
る

と
、
土
地
の
年
貢
が
一
反
あ
た
り
「
七
斗
代
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
得
分
は
「
賀

（
加
）
地
子
六
斗
在
」
で
あ
っ
た
。
ま
だ
応
仁
年
間
の
段
階
で
は
、
年
貢
斗
代
（
七



戦
国
期
「
得
分
」
の
存
在
形
態
と
成
立
過
程　

 

（
木
元
英
策
）

一
二
六

斗
）
が
加
地
子
の
そ
れ
（
六
斗
）
に
優
越
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ

熊
取
で
は
そ
の
後
、
固
定
ど
こ
ろ
か
、
年
貢
負
担
は
量
的
な
減
少
傾
向
を
み
せ
て
い

る（
梓
）。
応
仁
二
年
の
売
券
で
七
斗
だ
っ
た
年
貢
は
、
た
と
え
ば
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）

十
二
月
の
売
券
（
熊
取
―
中
家
七
五
二
）
に
よ
る
と
、
一
反
あ
た
り
三
斗
三
升
と
段

銭
一
〇
〇
文
（
便
宜
的
に
一
斗
と
し
て
換
算
）
と
な
っ
て
い
る
。
合
計
し
て
も
四
斗

三
升
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
加
地
子
は
一
石
七
斗
で
あ
る
。
応
仁
年
間
の
売
券
と
比

較
す
る
と
、
年
貢
は
明
ら
か
に
量
的
に
減
少
し
て
お
り
、
半
面
、
加
地
子
斗
代
は
お

よ
そ
三
倍
に
高
騰
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
生
産
力
の
伸
び
と
年
貢
の
減
量
部
分
を
得
分
（
加
地
子
）
が
吸
収
し
て

高
騰
し
、
戦
国
期
を
通
じ
て
熊
取
の
在
地
社
会
に
根
づ
く
の
で
あ
る
。

二　

荒
地
と
抜
地

こ
こ
か
ら
は
【
Ｂ
】
群
に
つ
い
て
検
討
す
る
が
、
ま
ず
は
な
ぜ
そ
こ
が
負
担
の
な

い
土
地
に
な
っ
て
い
る
の
か
考
え
て
い
き
た
い
。

 

《
史
料
九
》（
改
坂
田
七
―
観
音
寺
一
四
九
）

　
　

奉
寄
進　
　

田
地
之
事

　
　
　

合
半
者　

 

在
近
江
國
坂
田
北
郡
福
能
部
七
條
之
庄
内
二
里
六
坪
西
縄
本

半
也
只
荒
野
也
公
方
無
一
圓
也
得
分
七
斗
五
升
伊
吹
観
音
寺

學
頭
坊
江
奉
寄
進
者
也

　
　

 

（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
聖

　
　
　

文
明
六
年
甲
午
二
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宣
運
（
花
押
）

こ
の
大
聖
宣
運
と
い
う
僧
の
寄
進
状
に
は
、「
公
方
無
一
圓
也
」
と
あ
る
と
お
り
、

得
分
の
「
七
斗
五
升
」
が
【
Ｂ
】
群
に
属
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
寄
進

状
に
は
「
只
荒
野
也
」
と
し
て
負
担
の
な
い
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
荒
野
」
で

あ
る
こ
と
が
負
担
な
し
の
理
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
十
一
世
紀
ご
ろ
在
地
社
会

に
現
れ
た
加
地
子
の
成
立
過
程
を
思
わ
せ
る
。
加
地
子
は
は
じ
め
、
開
懇
に
よ
っ
て

新
た
に
田
地
を
開
い
た
開
発
領
主
に
対
し
て
国
衙
が
免
判
を
出
し
て
成
立
さ
せ
る
得

分
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
国
司
の
免
判
を
前
提
に
し
、
荒
地
な
ど
の
開

墾
地
の
官
物
減
免
分
が
開
発
領
主
の
権
利
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。《
史
料
九
》

に
は
国
衙
の
免
判
状
こ
そ
な
い
も
の
の
、
そ
こ
に
明
記
さ
れ
る
「
七
斗
五
升
」
の
得

分
は
、
こ
の
成
立
期
の
加
地
子
と
同
じ
成
立
過
程
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る（
圧
）。

こ
う
し
て
、
そ
こ
が
荒
野
で
あ
る
と
史
料
に
明
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
実
上
の

免
田
と
な
る
事
例
の
ほ
か
、
土
地
を
免
田
化
す
る
方
法
に
、
年
貢
の
付
け
替
え
が
あ

る
。 

《
史
料
十
》（
改
坂
田
八
―
総
持
寺
七
七
）

　
　

奉
寄
進　

私
領
田
地
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　

 

江
州
坂
田
北
郡
楞
厳
院
庄
之
内
八
條
六
里
三
坪
東
ヨ
リ
於

テ
四
段
次
壱
段
也
、
定
徳

　
　
　

合
壱
段
者　

 

分
八
斗
八
合
升
定
也
、
臨
時
段
銭
者
、
堀
内
時
名
之
内
ニ

被
符
候
間
、
無
之
者
也
、
公
方
ハ
別
符
也

　
　

 

（
中
略
）

　
　
　

天
文
十
九
年
六
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　

法
印　

承　
　

祐
（
花
押
）
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一
二
七

こ
の
一
反
の
田
地
に
は
「
徳
分
八
斗
」
と
得
分
は
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
公
方
年

貢
の
記
載
は
な
い
。
そ
し
て
、
負
担
す
べ
き
臨
時
段
銭
が
な
く
な
っ
た
理
由
と
し
て

「
堀
内
時
名
之
内
ニ
被
符
候
間
」
と
記
さ
れ
る
。
公
方
年
貢
に
つ
い
て
も
「
公
方
ハ

別
符
也
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
段
銭
賦
課
地
を
堀
内
時
名
に
付
け
替
え
、
公
方
年
貢

も
別
の
土
地
に
付
け
替
え
、
一
反
の
こ
の
田
地
が
免
田
と
な
り
、
八
斗
の
「
徳
分
」

が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

名
田
を
分
割
し
て
売
買
す
る
際
、
年
貢
を
「
親
地
」
に
付
け
替
え
、
負
担
な
し
の

土
地
と
す
る
例
が
あ
り
、
そ
う
い
う
土
地
を
抜
地
も
し
く
は
名
抜
地
と
呼
ぶ
が（
斡
）、
戦

国
期
の
在
地
で
は
こ
の
よ
う
な
負
担
の
付
け
替
え
が
頻
繁
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、【
Ａ
】【
Ｂ
】
い
ず
れ
に
属
す
る
か
わ
か
ら
な
い
和
泉
地
域
の
史
料
（
表

１
参
照
）
の
な
か
に
は
【
Ｂ
】
に
属
す
る
も
の
が
か
な
り
の
割
合
で
含
ま
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
和
泉
地
域
の
【
Ａ
】【
Ｂ
】
い
ず
れ
に
属
す
る
か

わ
か
ら
な
い
も
の
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。

 

《
史
料
十
一
》（
熊
取
―
中
家
五
三
）

　
　

寄
進
申
田
地
之
事

　
　
　
　

合
小
四
十
分
（
歩
）
者
、
加
地
子
二
斗
五
升
宛
、

　
　

 

（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
祥
院

　
　
　

文
亀
元
年
二
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長　
　

算
（
花
押
）

吉
祥
院
長
算
と
い
う
人
物
が
一
六
〇
歩
の
田
地
か
ら
あ
が
る
「
加
地
子
二
斗
五
升

宛
」
を
寄
進
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
で
あ
る
が
、
得
分
（
加
地
子
）
の
記
載
が
あ
っ

て
負
担
の
そ
れ
が
な
い
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
負
担
が
な
い
か
ら
記
載
し
て
い
な
い

と
考
え
た
ほ
う
が
理
に
適
っ
て
い
よ
う（
扱
）。
も
う
一
つ
例
示
す
る
な
ら
、
永
正
八
年

（
一
五
一
一
）
二
月
十
一
日
の
売
券
（
熊
取
―
中
家
九
八
）
に
「
合
半
者
、
四
斗
代

せ
マ
チ
ニ
ア
リ
」
と
あ
り
、
一
八
〇
歩
の
田
地
に
存
在
す
る
四
斗
の
得
分
が
売
買
対

象
に
な
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
負
担
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
い
ず
れ
の
土
地

も
、
抜
地
の
一
部
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
名
田
を
分
割
し
て
売
買
す
る
際
、
親

地
に
年
貢
負
担
を
付
け
替
え
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
例
示
し
た
田
地
の
い
ず
れ
も

が
一
反
に
満
た
な
い
「
せ
マ
チ
」
単
位
と
な
っ
て
お
り
、
抜
地
と
し
て
分
割
売
買
さ

れ
た
際
の
端
数
の
田
地
を
思
わ
せ
る
。

こ
う
し
て
成
立
し
た
【
Ｂ
】
の
得
分
は
、
領
主
の
得
分
で
あ
る
年
貢
部
分
に
踏
み

出
す
形
で
存
在
し
て
お
り
、
地
主
層
が
収
取
す
る
得
分
は
、
事
実
上
の
「
隠
田
」
と

な
る
。
次
に
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
一
考
し
た
い
。

三　

分
割
売
買
さ
れ
る
得
分

 

《
史
料
十
二
》（
改
坂
田
八
―
総
持
寺
三
六
）

　
　
　

賣
渡
進　
　

私
領
田
地
新
放
券
文
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

在
江
州
坂
田
北
郡
平
方
上
郷
之
内
、
六
條
七
里
六
之

坪
、
南
縄
本
於
三
反
次
一

　
　
　
　

合
壹
段
者　
　

 

段
也
、
内
斗
壹
石
三
斗
五
升
代
、
公
方
年
貢
、
段
銭

無
也
、
然
共
於
以
後
公
方
段
銭
為
諸
公
事
、
内
斗
三

斗
五
升
残
置
者
也
、
定
得
分
壹
石
也

　
　

 
右
件
田
地
、
元
者
小
堀
道
済
先
祖
相
傳
之
私
領
也
、
雖
然
依
有
直
要
用
能

銭
肆
貫
貳
百
文
、
限
永
代
賣
渡
申
處
實
正
也
、
雖
可
本
證
文
相
副
依
在
地



戦
国
期
「
得
分
」
の
存
在
形
態
と
成
立
過
程　

 

（
木
元
英
策
）

一
二
八

類
（
マ
マ
）、
本
證
文
裏
ハ
リ
、
新
券
文
以
、
賣
渡
申
事
、
実
正
明
白
也
、

然
上
者
、
雖
経
子
々
孫
、
後
々
末
代
、
於
此
下
地
者
、
不
可
有
違
亂
煩
他

之
妨
者
也
、
若
臨
時
段
銭
諸
公
事
出
来
候
者
、
賣
主
沙
汰
可
仕
者
也
、
此

上
違
亂
煩
候
者
、
以
本
銭
賣
（
買
）
返
申
者
也
、
仍
為
後
日
證
文
状
如
件

　
　
　

明
應
八
年
辛
未
卯
月
二
日　
　
　
　
　

小
坂
（
マ
マ
）
入
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道　
　

儕
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

直　
　

隆
（
花
押
）

こ
の
平
方
荘
内
の
土
地
が
本
所
（
青
蓮
院
門
跡
）
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
免
田
で

あ
る
こ
と
は
後
述
す
る
《
史
料
十
三
》
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
売
主
の

小
堀
道
済
（
小
堀
直
次
入
道
）
は
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
十
二
月
の
売
券
（
改
坂

田
八
―
総
持
寺
二
六
）
に
「
十
五
町
之
自
名
」
を
持
つ
と
あ
り
、
近
江
国
坂
田
郡
平

方
荘
上
郷
を
本
貫
地
と
す
る
大
地
主
で
あ
っ
た
。
こ
の
免
田
の
得
分
は
「
内
斗
壹
石

三
斗
五
升
代
」
で
あ
り
、
売
主
の
小
堀
氏
が
そ
の
一
石
三
斗
五
升
か
ら
「
三
斗
五
升
」

分
を
さ
ら
に
差
し
引
い
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
小
堀
氏
は
こ
の
土
地
の

得
分
を
「
三
斗
五
升
」
と
「
一
石
」
に
分
割
し
て
「
三
斗
五
升
」
分
を
手
元
に
留
め

置
き
、
総
持
寺
だ
と
推
論
で
き
る
買
主
に
対
し
て
「
定
得
分
壹
石
」
と
し
て
売
却
し

て
い
る
の
で
あ
る（

宛
）。

こ
の
よ
う
に
、
売
却
に
際
し
て
土
地
ど
こ
ろ
か
得
分
を
分
割
す
る
こ
と
は
北
近
江

地
域
の
史
料
に
い
く
つ
か
み
ら
れ
、
た
と
え
ば
、
永
正
八
年
（
一
五
一
一
）
二
月

十
二
日
の
売
券
（
改
坂
田
七
―
観
音
寺
二
〇
四
）
に
は
「
公
方
年
貢
五
斗
内
徳
分
六

斗
二
斗
公
事
米
引
定
が
（
加
）
地
子
四
斗
也
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
内
徳
分
六
斗
」

か
ら
二
斗
の
公
事
米
を
差
し
引
い
た
も
の
が
「
加
地
子
四
斗
」
で
あ
る
と
し
、
い
っ

け
ん
「
内
徳
分
」
と
「
加
地
子
」
と
を
区
別
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
こ

れ
も
、《
史
料
十
二
》
と
同
じ
よ
う
に
本
来
は
六
斗
で
あ
っ
た
得
分
を
二
斗
と
四
斗

分
に
分
割
し
、
二
斗
を
公
事
米
相
当
分
と
し
て
売
主
側
に
留
め
置
き
、
残
っ
た
四
斗

を
加
地
子
と
し
て
売
却
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
堀
氏
が
得
分
を
分
割
す

る
理
由
も
そ
れ
と
同
じ
で
あ
っ
た
。《
史
料
十
二
》
に
は
「
若
臨
時
段
銭
諸
公
事
出

来
候
者
、
賣
主
沙
汰
可
仕
者
也
」
と
あ
り
、
臨
時
の
反
銭
賦
課
に
備
え
る
た
め
と
い

う
理
由
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

《
史
料
十
二
》
の
土
地
が
本
所
に
免
田
と
し
て
認
め
ら
れ
た
土
地
で
あ
り
、
公
事

米
の
負
担
も
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
戦
国
権
力
層
が
、
事
実
上
の
「
隠
田
」
と
化

し
た
田
地
に
目
を
つ
け
て
段
銭
や
諸
公
事
を
徴
収
し
よ
う
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な

い
。
野
澤
氏
は
、
小
堀
氏
が
「
諸
公
事
段
銭
三
斗
五
升
」
を
と
も
な
う
耕
地
と
し
て

新
た
に
負
担
を
設
定
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
売
却
や
寄
進
を
契
機
に
隠
田
と
し
て

「
顕
在
化
」
し
て
し
ま
う
た
め
だ
と
論
じ
て
い
る（

姐
）。
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
得

分
の
売
却
や
寄
進
の
際
、
事
実
上
の
隠
田
で
あ
る
事
実
が
ど
の
よ
う
に
「
顕
在
化
」

＝
領
主
側
に
伝
わ
っ
て
し
ま
う
か
で
あ
ろ
う
。
野
澤
氏
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
具
体

的
に
述
べ
て
い
な
い
が
、
総
持
寺
が
、
事
実
上
隠
田
の
状
態
と
な
っ
て
い
る
地
主
の

土
地
を
顕
在
化
さ
せ
る
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
史
料
に
「
楞

厳
院
総
持
寺
領
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
戦
国
期
の
総
持
寺
は
本
貫
地
の
楞
厳
院
荘
や

隣
接
す
る
平
方
荘
に
多
く
の
寺
領
を
持
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
寺
領
と
い
っ
て
も
、

得
分
の
集
積
が
主
だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
総
持
寺
も
小
堀
氏
と
同
じ

く
荘
内
の
大
地
主
で
あ
っ
た
。

同
じ
く
北
近
江
の
大
原
荘
内
で
得
分
を
集
積
し
て
い
た
の
が
大
原
観
音
寺
で
あ
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一
二
九

り
、
湯
浅
治
久
氏
の
「
観
音
寺
文
書
」
に
関
す
る
論
文
が
ひ
と
つ
の
方
向
性
を
示
唆

し
て
く
れ
て
い
る（
虻
）。
観
音
寺
は
集
積
し
た
土
地
の
収
入
を
「
寺
領
注
文
」
と
い
う
形

で
領
主
へ
指
出
し
、
そ
の
案
文
な
ど
が
観
音
寺
文
書
の
一
部
と
し
て
い
く
つ
か
残
っ

て
い
る
。
た
と
え
ば
文
明
十
八
年
（
一
四
八
六
）
の
寺
領
注
文
案
（
改
坂
田
七
―
観

音
寺
一
六
九
）
に
は
土
地
ご
と
の
「
反
数
（
面
積
）」
や
「
分
米
」
が
書
き
上
げ
ら

れ
、
そ
れ
ら
計
三
町
半
の
寺
領
に
つ
い
て
「
此
外
十
五
文
銭
四
百
七
十
五
文
・
目
銭

十
二
文
添
テ
、
恒
例
反
銭
免
除
也
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
末
尾
に
こ
の

寺
領
注
文
が
「
公
方
ニ
指
出
ノ
安
文
」
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
別
の
案
文
に
よ
っ

て
、「
公
方
」
が
「
大
原
殿
様
」
だ
と
ほ
ぼ
特
定
で
き
る
。
大
原
氏
は
大
原
荘
（
法

勝
寺
蓮
花
蔵
院
領
）
の
地
頭
の
流
れ
を
く
む
国
人
領
主
で
あ
る
。
そ
し
て
湯
浅
氏
は

こ
の
寺
領
注
文
を
詳
細
に
検
討
し
た
結
果
、「
十
五
文
銭
」
分
の
四
七
五
文
が
反
銭

免
除
の
た
め
の
礼
銭
に
相
当
し
、
観
音
寺
が
こ
う
し
た
寺
領
注
文
を
公
方
で
あ
る
大

原
氏
へ
指
出
す
理
由
に
つ
い
て
「
領
主
の
反
銭
賦
課
免
除
を
取
り
付
け
る
た
め
の
申

し
立
て
で
あ
る（

飴
）」
と
断
じ
て
い
る
。
観
音
寺
は
領
主
の
大
原
氏
に
対
し
て
、
土
地
の

安
堵
を
求
め
て
定
期
的
に
寺
領
注
文
を
指
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
大
原
氏
は
な
ぜ
観
音
寺
に
そ
う
し
た
恩
恵
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
信

仰
上
の
理
由
も
あ
ろ
う
が
、
よ
り
政
治
的
な
役
割
に
期
待
し
た
の
で
は
な
い
か
。
観

音
寺
の
土
地
を
安
堵
す
る
代
わ
り
に
、
観
音
寺
を
通
じ
て
荘
内
で
地
主
化
し
た
土

豪
・
富
農
層
の
土
地
（
得
分
）
を
掌
握
す
る
と
い
う
役
割
で
あ
る
。
観
音
寺
は
寄
進

や
売
買
に
よ
っ
て
荘
内
の
地
主
層
か
ら
得
分
の
集
積
を
進
め
て
お
り
、
売
券
・
寄
進

状
と
い
う
形
で
彼
ら
が
持
つ
得
分
を
「
顕
在
化
」
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
原
氏

は
そ
こ
に
期
待
し
て
観
音
寺
に
反
銭
免
除
の
特
権
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と

同
じ
こ
と
が
楞
厳
院
荘
と
隣
接
す
る
平
方
荘
に
お
い
て
、
反
銭
賦
課
権
者
（
戦
国
権

力
）
お
よ
び
総
持
寺
、
地
主
で
あ
る
小
堀
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
い
え
よ
う
。

四　

公
方
年
貢
の
売
買

こ
こ
で
い
ま
い
ち
ど
問
題
を
整
理
し
直
し
て
お
く
と
、
小
堀
氏
が
得
分
を
総
持
寺

へ
売
却
し
た
際
、
事
実
上
隠
田
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
顕
在
化
す
る
た
め
、
領
主
の

臨
時
反
銭
賦
課
に
備
え
、
売
却
す
る
得
分
の
一
部
（
三
斗
五
升
分
）
を
留
め
置
い
た

と
解
釈
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
大
原
観
音
寺
「
寺
領
注
文
」
を
参
考
に
、
顕
在

化
す
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
考
え
た
。
総
持
寺
が
領
主
か
ら
免
税
特
権
を
与
え
ら
れ

る
見
返
り
と
し
て
領
内
の
地
主
層
か
ら
集
積
し
た
得
分
に
つ
い
て
掌
握
す
る
役
目
を

担
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
―
―
と
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
う
ひ
と
つ
考
え
る
べ
き

事
柄
が
あ
る
。
臨
時
反
銭
用
の
三
斗
五
升
が
そ
の
ほ
ぼ
半
世
紀
後
の
天
文
二
十
年

（
一
五
五
一
）、
史
料
に
「
公
方
年
貢
」
と
し
て
現
わ
れ
、
そ
れ
が
得
分
化
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

 

《
史
料
十
三
》（
改
坂
田
八
―
総
持
寺
七
八
）

　
　
　

永
代
賣
渡
申　
　

私
領
田
地
新
放
券
文
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

在
江
劦
坂
田
北
郡
平
方
上
之
郷
之
内
六
條
七
里

六
之
坪
南
縄
本
於
三
段
次
一
段
、
公
方
年
貢
北

　
　
　
　

壱
段
者
ノ
内
ヨ
リ　

内
斗
定
能
米
三
斗
五
升
に
仕
候
て
賣
申
者
也
、

　
　
　
　

合
参
斗
伍
升
者　
　

 

此
下
地
従
主
方
毎
年
無
煩
可
被
召
者
也
、
御
本

所
御
免
除
自
名
之
田
数
内
也

　
　

 
右
件
田
地
元
者
惣
持
寺
普
賢
坊
先
祖
相
傳
之
私
領
也
。
雖
然
依
有
直
要
用

能
米
壹
石
壹
斗
ニ
限
永
代
賣
渡
申
處
實
正
明
白
也
。
殊
ニ
本
證
文
壱
通
相



戦
国
期
「
得
分
」
の
存
在
形
態
と
成
立
過
程　

 

（
木
元
英
策
）

一
三
〇

副
進
上
者
、
雖
後
々
末
代
子
々
孫
々
違
亂
煩
不
可
有

　
　

他
之
妨
者
也
。
仍
為
後
日
支
證
明
鏡
之
状
如
件
。

　
　
　
　

天
文
廿
年
三
月　

日　
　
　
　

賣
主
惣
持
寺
普
賢
坊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

實　
　
　

勝
（
花
押
）

　
　
　
　

 
（
端
裏
書
）

　
　
　
　
　
　

 
「
法
印
無
終
米
江
買
徳
也
」

ま
ず
こ
こ
が
「
平
方
上
之
郷
六
―
七
―
六
」
の
「
南
縄
本
於
三
段
次
」
に
あ
り
、

《
史
料
十
二
》
と
、
同
じ
土
地
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

問
題
は
、
反
銭
用
に
留
め
置
い
た
三
斗
五
升
が
な
ぜ
公
方
年
貢
と
表
現
さ
れ
、
さ

ら
に
総
持
寺
の
僧
（
普
賢
坊
）
に
よ
っ
て
売
買
の
対
象
に
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
得
分
で
あ
る
も
の
が
公
方
年
貢
と
呼
称
さ
れ
て
売
買
さ
れ
る
実
態
に

つ
い
て
湯
浅
氏
は
、
観
音
寺
文
書
の
研
究
に
よ
っ
て
、
そ
の
得
分
が
免
田
（
反
銭
免

除
）
か
ら
生
じ
た
売
買
可
能
な
生
産
物
で
あ
り
（
本
稿
で
い
う
【
Ｂ
】
群
に
属
す
る

得
分
）、
租
税
体
系
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
寺
領
注
文
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
観
音
寺
の
得
分
は
そ
も
そ
も
反
銭

免
除
と
い
う
過
程
を
経
て
成
立
し
た
も
の
だ
か
ら
、
公
方
年
貢
と
呼
称
さ
れ
て
い
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
免
田
に
存
在
す
る
得
分
が
公
方
年
貢
と
表
現
さ
れ
る

と
こ
ろ
に
、
こ
の
形
態
（【
Ｂ
】
群
）
が
租
税
体
系
の
枠
内
に
成
立
し
て
い
る
と
い

う
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
る（

絢
）。
こ
れ
を
総
持
寺
の
ケ
ー
ス
に
置
き
換
え
る
な
ら
、
次

の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
ま
い
か
。
小
堀
氏
の
得
分
（
三
斗
五
升
）
が
総
持
寺
に
渡
っ

た
経
緯
は
不
明
な
が
ら
、
総
持
寺
が
入
手
し
た
時
点
で
「
寺
領
」
と
し
て
反
銭
免
除

の
恩
恵
に
預
か
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
た
め
、
も
と
も
と
小
堀
氏
の
得
分
の
一
部

で
あ
っ
た
反
銭
用
の
原
資
は
公
方
年
貢
と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
も
の
の
、
実
態

は
得
分
そ
の
も
の
で
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
総
持
寺
か
ら
寺
内
の
普
賢
坊
と
い
う
「
坊
」

へ
得
分
が
売
買
も
し
く
は
配
分
さ
れ
た
と
い
う
考
え
方
だ
。

以
上
、【
Ｂ
】
群
に
属
す
る
得
分
は
戦
国
権
力
層
と
地
主
側
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
惑

が
入
り
混
じ
り
、
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

結
論

「
領
主
之
得
分
」
と
し
て
ま
ず
史
料
に
現
れ
る
土
地
の
得
分
は
、
彼
ら
領
主
層
が

収
取
す
る
年
貢
部
分
の
固
定
化
や
生
産
力
の
向
上
に
と
も
な
い
、
戦
国
期
に
な
る
と
、

さ
ら
な
る
余
剰
を
生
み
だ
し
、
そ
の
余
剰
部
分
が
主
に
地
主
層
に
集
積
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
近
江
坂
田
郡
楞
厳
院
庄
の
寄
進
状
に
「
内
徳
」
と
し
て
示
さ
れ
る
一
反
の

田
地
の
斗
代
は
「
一
石
五
斗
代
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
田
地
に
は
、
公
方
年

貢
ほ
か
の
在
地
負
担
分
が
合
計
六
斗
分
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
石
五

斗
か
ら
、
そ
れ
ら
負
担
分
を
差
し
引
い
た
も
の
が
「
定
得
分
」（
九
斗
）
と
し
て
明

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
九
斗
が
主
に
地
主
・
土
豪
層
に
集
積
さ
れ
た
戦
国
期
の
「
得

分
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
地
主
の
得
分
は
、
土
地
の
内
徳
（
＝
剰
余

生
産
物
）
か
ら
年
貢
を
含
め
た
負
担
分
を
差
し
引
い
た
残
り
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。

い
わ
ば
こ
の
戦
国
期
の
「
得
分
」
が
、
租
税
体
系
の
枠
外

0

0

0

0

0

0

0

に
成
立
す
る
と
い
う
の
が

一
般
的
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
北
近
江
地
域
の
対
象
史
料
（
二
二
五
通
）

に
現
わ
れ
る
得
分
の
う
ち
、
八
割
以
上
が
こ
の
形
態
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
、
や
や
も
す
る
と
戦
国
期
の
得
分
は
こ
の
形
態
の

み
を
指
す
よ
う
に
理
解
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、
別
形
態
の
得
分
に
関
し
て
注
意
が
払
わ
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一
三
一

れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
は
そ
う
し
た
通
説
と
は
異
な
る
成
立
過
程
を
持
つ

得
分
の
存
在
形
態
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
れ
ら
は
、
得
分
権
者
が
荒
野
だ
と
主
張
し
た
り
、
年
貢
を
親
地
な
ど
に
付
け
替

え
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
が
免
田
で
あ
る
以
上
、

ほ
ん
ら
い
そ
こ
に
は
租
税
負
担
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
土
地
で
あ
り
、
も
し
く
は
実

際
に
租
税
が
存
在
し
て
い
た
土
地
で
も
あ
る
。
一
方
、
得
分
は
そ
の
租
税
部
分
に
踏

み
込
ん
で
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
形
態
の
得
分
は
、
租0

税
体
系
の
枠
内

0

0

0

0

0

0

に
成
立
し
た
得
分
だ
と
い
え
る
。
そ
も
そ
も
加
地
子
が
、
開
墾
に

よ
っ
て
新
た
に
田
地
を
開
い
た
開
発
領
主
に
対
す
る
国
衙
の
免
判
状
に
起
因
し
て
い

る
経
緯
を
考
え
る
と
、
こ
の
形
態
に
つ
い
て
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
、
和
泉
地
域
に
お
け
る
得
分
は
か
な
り
の
高
斗
代
を
実
現
し
て
お
り
、
地
主

の
大
き
な
経
済
的
基
盤
と
な
っ
て
い
る
が
、
戦
国
大
名
や
国
人
領
主
と
い
っ
た
戦
国

権
力
は
、
こ
う
し
た
得
分
（
農
民
的
剰
余
）
を
ど
の
よ
う
に
み
て
い
た
の
か
。
そ
れ

ら
に
関
し
て
ま
っ
た
く
無
関
心
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
得
分
を
掌
握
し
よ
う
と

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
が
無
関
心
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
国
人
領
主
の
大
原

氏
が
大
原
観
音
寺
を
通
じ
て
地
主
の
得
分
を
掌
握
し
よ
う
と
し
た
と
す
る
例
か
ら
も

あ
る
程
度
窺
え
る
。

と
く
に
権
力
側
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
租
税
形
態
の
枠
内
に
成
立
し
た
得

分
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
前
述
し
た
よ
う
に
免
田
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、
ほ
ん
ら
い
戦

国
権
力
が
収
取
す
べ
き
部
分
に
踏
み
込
ん
で
得
分
を
成
立
さ
せ
、
地
主
は
よ
り
高
い

斗
代
を
享
受
で
き
る
。
そ
の
反
面
、
戦
国
権
力
に
と
っ
て
は
事
実
上
の
「
隠
田
」
と

な
る
。
し
た
が
っ
て
、
戦
国
期
の
得
分
の
性
格
を
よ
く
理
解
す
る
に
は
、
存
在
形
態

と
そ
の
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
こ
う
し
た
租
税
体

系
の
枠
内
に
成
立
し
た
得
分
を
中
心
に
両
者
の
関
係
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
得

分
を
め
ぐ
り
戦
国
権
力
と
地
主
間
に
ど
の
よ
う
な
相
剋
が
あ
っ
た
の
か
。
今
後
、
そ

う
し
た
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
よ
り
深
く
論
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

〔
注
〕

（
１
） 

藤
木
久
志
『
戦
国
社
会
史
論
』（
一
九
七
四
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）

（
２
） 

得
分
売
買
の
担
い
手
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
買
主
も
重
要
な
要
素
と
な
る
が
、
残

念
な
が
ら
、
す
べ
て
の
史
料
に
買
主
ま
で
記
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
売
主
を
基
準
に
す
る
。

（
３
） 

黒
田
基
樹
「
大
名
被
官
土
豪
層
の
歴
史
的
性
格
」（『
戦
国
史
研
究
』
別
冊
、

二
〇
〇
一
年
五
月
）

（
４
） 

前
掲
註
（
１
）
参
照

（
５
） 

本
多
隆
成
「
戦
国
期
三
河
国
の
在
地
構
造
」（『
中
世
史
研
究
』
八
〇
号
、
八
三
年

七
月
）、
高
村
隆
「
十
五
・
十
六
世
紀
に
お
け
る
村
落
の
領
主
層
に
つ
い
て
―
売
券

を
中
心
と
し
て
―
」（『
地
方
史
研
究
』
一
一
四
号
、
一
九
七
一
年
）
ほ
か

（
６
） 

永
原
慶
二
氏
が
「
加
地
子
に
つ
い
て
」（『
日
本
中
世
社
会
構
造
の
研
究
』

一
九
七
三
年
、
岩
波
書
店
）
の
な
か
で
そ
の
よ
う
な
一
般
的
解
釈
を
紹
介
し
て
い

る
が
、
永
原
氏
自
身
、
同
論
文
に
お
い
て
、
そ
の
一
般
的
解
釈
に
疑
問
を
抱
い
て

い
た
。

（
７
） 

使
用
す
る
史
料
集
は
次
の
と
お
り
。
北
近
江
は
『
東
浅
井
郡
志
巻
四
』
な
ら
び

に
『
改
訂
近
江
国
坂
田
郡
志
七
・
八
巻
』。
和
泉
が
『
熊
取
町
史
資
料
編
Ⅰ
』、『
新

修
泉
佐
野
市
史
４
資
料
編
』、『
堺
市
史
四
巻
資
料
編
』、『
貝
塚
市
史
三
巻
史
料
』。

本
文
中
に
使
用
す
る
史
料
は
随
時
、
略
に
て
明
記
す
る
。
た
と
え
ば
、『
改
訂
近

江
国
坂
田
郡
志
八
巻
』
所
収
「
総
持
寺
文
書
」
中
の
売
券
は
（
改
坂
田
八
―
総
持

寺
三
七
）、『
熊
取
町
史
資
料
編
Ⅰ
』
所
収
の
「
中
家
文
書
」
中
の
売
券
な
ら
（
熊

取
―
中
家
五
三
七
）
と
示
す
。
な
お
、（　

）
内
の
末
尾
の
数
字
は
史
料
番
号
。

（
８
） 
三
浦
圭
一
「
惣
村
の
起
源
と
そ
の
役
割
」（『
史
林
』
五
〇
│
二
・
三
号
、

一
九
六
七
年
）、
島
田
次
郎
「
荘
園
制
的
収
取
体
系
の
変
質
と
そ
の
解
体
」（『
講

座
日
本
荘
園
史
４　

荘
園
の
解
体
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）、
原
田
信



戦
国
期
「
得
分
」
の
存
在
形
態
と
成
立
過
程　

 

（
木
元
英
策
）

一
三
二

男
「
戦
国
期
の
村
落
に
お
け
る
本
年
貢
と
加
地
子
│
│
泉
南
・
紀
北
を
中
心
に

│
│
」（『
日
本
史
研
究
』
二
六
三
号
、
一
九
八
四
年
）、
野
澤
隆
一
「
戦
国
期
の

買
地
安
堵
―
江
北
地
域
の
売
券
・
寄
進
状
の
分
析
―
」（『
国
史
学
』
一
三
四
号
、

一
九
八
八
年
）
ほ
か

（
９
） 
前
掲
註
（
１
）
参
照

（
10
） 

安
良
城
盛
昭
『
太
閤
検
地
と
石
高
制
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
六
九
年
）

（
11
） 「
東
大
寺
文
書
」
四
ノ
四
十
七

（
12
） 

永
原
慶
二
「
荘
園
年
貢
搾
出
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」（『
日
本
封
建
制
成
立
過
程
の
研
究
』

岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
）

（
13
） 

西
谷
地
晴
美
「
中
世
成
立
期
に
お
け
る
「
加
地
子
」
の
性
格
」（『
日
本
史
研
究
』

二
七
五
号
、
一
九
八
五
年
）

（
14
） 

高
橋
正
志
「「
負
名
体
制
」
論
の
検
証
」
上
・
下
（『
日
本
古
代
・
中
世
史　

研
究

と
資
料
』
三
・
六
、一
九
八
八
年
・
一
九
八
九
年
）、
佐
藤
泰
弘
「
平
安
時
代
の
官

物
と
領
主
得
分
」（『
甲
南
大
学
紀
要　

文
学
編
』
一
二
九
、二
〇
〇
二
年
）

（
15
） 「
東
大
寺
文
書
」
四
ノ
一

（
16
） 「
都
甲
文
書
」
六
（『
大
分
県
史
料
』
九
）

（
17
） 

永
松
圭
子
『
日
本
中
世
付
加
税
の
研
究
』
二
〇
一
〇
年
、
清
文
堂
出
版

（
18
） 「
久
我
家
文
書
」
二
―
六
一
四
―
二
五

（
19
） 

黒
田
俊
雄
『
体
系
・
日
本
歴
史
２　

荘
園
制
社
会
』
一
九
六
七
年
、
日
本
評
論
社

（
20
） 

民
衆
が
右
近
や
左
近
な
ど
の
朝
廷
の
官
名
を
名
乗
る
に
は
村
落
内
の
寺
社
改
修
な

ど
の
実
績
が
必
要
で
あ
り
、
村
落
内
で
こ
う
し
た
官
途
名
を
名
乗
る
儀
式
を
「
官

途
成
」
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
官
途
名
を
持
つ
に
は
そ
れ
な
り
の
財
力
が
な
く
て

は
な
ら
ず
、
官
途
名
を
持
つ
者
は
富
農
層
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
21
） 

拙
論
「
戦
国
期
の
地
侍
に
よ
る
村
落
支
配
の
一
形
態
―
和
泉
国
熊
取
谷
の
「
中
家

文
書
」
分
析
を
中
心
に
―
」（『
鷹
陵
史
学
』
三
四
号
、
二
〇
〇
八
年
）

（
22
） 

坂
田
郡
の
六
角
・
浅
井
両
氏
の
有
力
被
官
を
列
記
し
た
「
江
州
佐
々
木
南
北
諸
士

帳
」（『
坂
田
郡
誌
』）
に
殿
村
氏
の
記
載
は
な
く
、
国
人
領
主
層
と
区
別
さ
れ
る

べ
き
階
層
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
23
） 『
静
岡
県
史
料
』
所
収
「
舊
大
宮
司
富
士
家
文
書
」
の
天
文
二
十
二
年
（
一
五
五
三
）

三
月
二
十
四
日
付
の
今
川
義
元
判
物
に
「
百
姓
内
徳
」
と
あ
り
、
や
は
り
、「
内
徳
」

と
あ
る
場
合
、
領
主
の
得
分
も
含
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
義
元
は
わ
ざ
わ
ざ
農
民

的
剰
余
部
分
を
「
百
姓
内
徳
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
24
） 

元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
二
月
の
契
状
（
熊
取
―
中
家
七
八
九
）
に
一
斗
六
升
分

の
加
地
子
に
つ
い
て
「
水
損
・
日
損
不
行
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、「
水
損
・
日
損

ナ
ク
」、「
子
々
孫
々
マ
テ
ハ
カ
リ
可
申
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
水
損
・
日
損
が

あ
っ
て
も
、
一
定
の
斗
代
を
払
い
続
け
る
こ
と
を
約
し
た
契
状
で
あ
る
。

（
25
） 「
得
分
」「
徳
分
」
な
ど
と
史
料
に
明
記
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
斗
代
が
記
載
さ
れ
、

明
ら
か
に
そ
の
斗
代
が
得
分
を
指
し
て
い
る
場
合
は
【
１
】
に
含
め
た
。

（
26
） 

寄
進
状
の
本
文
に
「
反
銭
三
百
文
也
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
だ
と
得
分
は
八
斗
と
な

り
、
端
裏
書
の
「
得
分
九
斗
」
と
計
算
が
合
わ
な
く
な
る
。
だ
が
、
本
文
中
の
反

銭
三
百
文
は
誤
っ
て
記
載
さ
れ
た
も
の
か
、
の
ち
に
修
正
さ
れ
た
も
の
ら
し
く
、

そ
の
た
め
端
裏
書
に
「
但
反
銭
二
百
文
有
之
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
27
） 

前
掲
註
（
８
）
の
三
浦
圭
一
「
惣
村
の
起
源
と
そ
の
役
割
」。
こ
の
ほ
か
、
大
山

喬
平
氏
が
「
公
方
年
貢
に
つ
い
て
―
美
濃
国
龍
徳
寺
の
売
券
―
」（『
人
文
研
究
』

二
二
号
―
四
＝
『
大
阪
市
立
大
学
文
学
部
紀
要
―
歴
史
学
』、
一
九
七
一
年
）
に

お
い
て
三
浦
論
文
を
補
足
・
発
展
さ
せ
て
い
る
。

（
28
） 

池
上
裕
子
「
後
北
条
領
の
公
事
に
つ
い
て
」（『
歴
史
学
研
究
』
五
二
三
号
、

一
九
八
三
年
）、
同
「
後
北
条
領
国
に
お
け
る
給
人
の
公
事
賦
課
権
―
戦
国
期
在

地
領
主
権
の
検
討
の
た
め
に
―
」（『
地
方
史
研
究
』
一
八
九
号
、
一
九
八
四
年
）

（
29
） 

前
掲
註
（
８
）
の
島
田
次
郎
「
荘
園
制
的
収
取
体
系
の
変
質
と
そ
の
解
体
」

（
30
） 

荒
野
と
い
っ
て
も
、
一
八
〇
歩
の
耕
地
か
ら
収
穫
で
き
る
得
分
と
し
て
「
七
斗
五

升
」（
反
当
た
り
換
算
一
石
五
斗
と
な
る
）
と
い
う
の
は
高
過
ぎ
る
。
同
じ
応
仁

年
間
の
史
料
を
み
て
い
る
と
、
北
近
江
の
斗
代
は
概
ね
一
反
当
た
り
一
石
、
多
く

て
も
一
石
五
斗
で
あ
り
、
荒
野
か
ら
反
当
た
り
換
算
一
石
五
斗
の
得
分
を
収
取
し

て
い
る
こ
と
に
疑
問
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
寄
進
状
に
「
荒
野
」
と
記
載
し
た

の
は
地
主
（
こ
の
場
合
は
大
聖
宣
運
と
い
う
僧
）
が
「
隠
田
」
と
し
て
の
摘
発
を

逃
れ
る
た
め
の
方
便
と
み
ら
れ
な
く
は
な
い
。

（
31
） 
前
掲
註
（
27
）
の
大
山
喬
平
「
公
方
年
貢
に
つ
い
て
―
美
濃
国
龍
徳
寺
の
売
券
―
」

（
32
） 
売
券
や
寄
進
状
に
年
貢
斗
代
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
年
貢

納
入
義
務
が
売
主
や
寄
進
主
に
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
寄
進
先



佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
三
十
九
号
（
二
〇
一
一
年
三
月
）

一
三
三

や
買
主
に
年
貢
納
入
負
担
が
生
じ
ず
、
史
料
に
年
貢
斗
代
が
記
載
さ
れ
て
い
な
く

て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
し
か
し
、
三
河
の
売
券
や
寄
進
状
の
な
か
に
は
、
そ
の

よ
う
に
記
載
の
必
要
の
な
い
場
合
で
も
、
売
券
や
寄
進
状
に
年
貢
が
記
載
さ
れ
て

い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
新
行
紀
一
『
一
向
一
揆
の
基
礎
構
造
―
三
河
一
揆
と
松
平

氏
―
』（
一
九
七
五
年
二
月
、
吉
川
弘
文
館
）
参
照

（
33
） 

売
券
が
総
持
寺
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
買
主
の
記
載
は
な
い
も
の
の
、
総

持
寺
だ
と
考
え
る
し
か
な
い
。

（
34
） 

前
掲
註
（
８
）
の
野
澤
隆
一
「
戦
国
期
の
買
地
安
堵
―
江
北
地
域
の
売
券
・
寄
進

状
の
分
析
―
」

（
35
） 

湯
浅
治
久
「『
近
江
大
原
観
音
寺
文
書
』
に
お
け
る
帳
簿
群
の
性
格
と
機
能
―

中
世
後
期
在
地
寺
社
研
究
の
前
進
の
た
め
に
―
」（『
駿
台
史
学
』
一
〇
一
号
、

一
九
九
七
年
）

（
36
） 

同

（
37
） 

三
浦
氏
は
公
方
年
貢
を
「
農
民
的
立
場
か
ら
表
現
し
た
も
の
」（
註
（
８
）
の
三

浦
論
文
）
と
定
義
づ
け
て
お
り
、
地
主
層
か
ら
は
反
銭
諸
公
事
も
荘
園
年
貢
の
変

形
で
あ
る
公
方
年
貢
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

（
き
も
と　

え
い
さ
く　
　

文
学
研
究
科
日
本
史
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）

（
指
導
：
貝　

英
幸　

准
教
授
）

二
〇
一
〇
年
九
月
二
十
一
日
受
理


